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令和４年度市原市防火安全協会 臨時理事会（書面議決）の結果に 

ついて（報告） 

 

 寒冷の候、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃より、当協会の運営につきまして、多大なる御理解と御協力を賜り厚く

お礼申し上げます。 

 さて、令和４年１１月２８日付け市防安協第１０１号の臨時理事会（書面議

決）は、市原市防火安全協会会則第１８条第３項に基づき、議案が可決されま

したので、「防火・防災研修会」に代えて「初期消火大会」を開催させていただ

きます。御協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

【市原市防火安全協会会則】 

（会議） 

第 18条 会議の議長は、会長とする。ただし、会長に事故あるときは、あら

かじめ会長の指名した者とする。 

２ 会議は、その構成員の半数以上の出席がなければ開くことが出来ない。 

３ 会議の議決は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数の場合は議

長の決するところによる。 
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